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請
願
・
陳
情

　

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
３
月
定
例
会

に
提
出
さ
れ
た
請
願
は
１
件
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
請
願
は
、
生
活
産
業
委

員
会
に
付
託
さ
れ
、
慎
重
審
査
の
結

果
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
陳
情
に
つ
い
て
は
１
件
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

請 願 の 内 容
付託委員会 請　　　　願　　　　名 結果

生活産業委員会 後期高齢者医療制度に対する意見書に関する請願 不採択

陳 情 の 内 容
要　　　　　　　旨 陳　　　情　　　者

浦山ダム濁水放流について 名水久那町会　町会長　上林　富夫

● 市議会を傍聴してみませんか ●
　市議会は、毎年３月、６月、９月、12月の４回の定例会と必要に
応じ臨時会が開催され、市民の皆さんに直結した議案・請願等を審
議します。
　市民の皆さんが選んだ代表がどんな活躍をしているか、市議会を
傍聴してみませんか。

※次の定例会は６月３日開催予定です。

●
意
見
書
の
提
出
●

　

３
月
定
例
会
の
第
２
日
及
び
最
終

日
の
本
議
会
に
お
い
て
、
議
員
提
出

議
案
の
意
見
書
４
件
（
内
１
件
は
第

２
日
）
が
提
出
さ
れ
、
審
査
の
結
果

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
内
閣
総

理
大
臣
を
は
じ
め
、
関
係
行
政
庁
等

に
送
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で

す
。

【
意
見
書
】

○
道
路
特
定
財
源
制
度
の
堅
持
に
関

す
る
意
見
書
（
第
２
日
）

○
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
へ
の

国
庫
補
助
を
求
め
る
意
見
書

○
中
小
企
業
底
上
げ
対
策
の
一
層
強

化
を
求
め
る
意
見
書

○
「
人
権
擁
護
法
」
の
制
定
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
意
見
書

１　

今
後
の
具
体
的
な
道
路
整
備
の

姿
を
示
し
た
中
期
計
画
に
お
い
て
、

真
に
必
要
な
道
路
の
整
備
・
管
理

に
必
要
な
事
業
量
を
確
保
す
る
こ

と
。

２　

毎
年
度
の
予
算
に
お
い
て
、
道

路
歳
出
を
上
回
る
税
収
は
一
般
財

源
と
す
る
こ
と
。

３　

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
制

度
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
財
政

基
盤
の
脆
弱
な
自
治
体
に
配
慮
し

た
交
付
率
の
引
き
上
げ
や
交
付
対

象
を
拡
大
す
る
な
ど
の
拡
充
を
図

る
こ
と
。

　

政
府
に
お
か
れ
て
は
、
早
急
に
子

ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
へ
の
国
庫

補
助
・
負
担
を
行
う
と
共
に
、
現
物

給
付
措
置
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
へ

の
国
庫
負
担
金
及
び
普
通
調
整
補
助

金
の
減
額
算
定
措
置
を
撤
廃
さ
れ
る

よ
う
強
く
要
望
い
た
し
ま
す
。

１　

中
小
・
小
規
模
企
業
者
の
金
融

支
援
を
ト
ー
タ
ル
に
行
う
た
め
の

「
仮
称
・
中
小
企
業
資
金
繰
り
円

滑
化
法
」
の
早
期
制
定

２　

各
省
庁
所
管
の
も
と
数
多
く
あ

る
中
小
企
業
相
談
窓
口
を
一
本
化

す
る
こ
と
。

３　

公
正
な
取
引
を
実
現
す
る
た
め
、

下
請
代
金
支
払
遅
延
防
止
法
を
厳

格
に
運
用
す
る
こ
と
。

４　

下
請
適
正
取
引
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
周
知
徹
底
を
行
う
こ

と
。

　

人
権
擁
護
は
、
も
と
よ
り
我
が
国

が
憲
法
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
擁
護
が
一
面
的
に
過
ぎ
れ
ば
、

一
方
に
お
い
て
、
思
想
及
び
良
心
の

自
由
、
信
教
の
自
由
、
集
会
・
結
社
・

表
現
の
自
由
、
学
問
の
自
由
等
の
侵

害
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
。
か
け

が
え
な
き
人
権
を
正
し
く
擁
護
す
る

た
め
に
は
、
国
民
的
理
解
を
踏
ま
え
、

十
分
か
つ
慎
重
な
検
討
に
よ
り
、
い

や
し
く
も
運
用
に
お
け
る
公
平
、
中

立
を
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
制
度
設

計
が
必
要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
人
権

擁
護
法
を
立
案
す
る
際
に
は
、
国
民

の
不
安
を
払
拭
し
、
支
持
さ
れ
る
内

容
と
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。
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